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条

例

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
二
十
六
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
四
条
中
「
寒
冷
地
手
当
」
を
「
通
勤
手
当
、
寒
冷
地
手
当
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
二
十
七
号
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職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
処
理
作
業
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
作
業
の
う
ち
次
号
の
作
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

職
員
が
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
で
、
当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
人
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
。

第
六
条
中
「
同
条
各
号
の
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円
」
を
「
次
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

前
条
第
一
号
及
び
第
三
号
の
作
業
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
三
百
円

二

前
条
第
二
号
の
作
業
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
四
千
円

第
十
八
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
か
ら
人
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
場
合

第
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
、
第
四
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
防
疫
作
業
手
当

第
十
九
条
第
二
項
中
「
同
項
第
十
四
号
」
を
「
前
項
第
十
四
号
」
に
改
め
、
「
従
事
し
た
」
の
下
に
「
場
合
に
、
同
項
第
十
八
号
の
手
当
は
、
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

か
ら
人
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
、
同
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
二
十
八
号

青
森
県
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
五
条
の
十
二
中
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
六
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
十
四
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
二
十
一
中
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
七
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
の
三
十
中
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
七
項
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
の
三
中
「
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
六
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
十
三
第
七
項
」
に
改
め
る
。
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第
百
十
二
条
中
「
第
九
十
条
第
六
項
」
を
「
第
九
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
五
項
の
協
定
に
基
づ
き
同
項
に
規
定
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
（
第
百
四
十
五
条
の
二
に
お
い
て
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
と
い
う
。
）

が
公
用
に
供
す
る
軽
油
の
輸
入
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
軽
油
の
輸
入
に
対
し
て
は
、
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引
取

税
を
課
さ
な
い
。

第
百
四
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
五
条
の
二

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
が
、
第
百
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
輸
入
に
係
る
軽
油
又
は
自
ら
輸
入
を
し

た
公
用
に
供
す
る
燃
料
炭
化
水
素
油
を
自
動
車
の
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
消
費
し
た
場
合
（
当
該
自
動
車
を
道
路
に
お
い
て
運
行
の
用
に
供
す
る
た
め
消
費
し
た
場
合
に

限
る
。
）
に
お
け
る
当
該
軽
油
又
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
消
費
に
対
し
て
は
、
第
百
四
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
。

第
百
四
十
九
条
の
十
三
中
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
六
項
」
を
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
二
・
五
ト
ン
」
を
「
三
・
五
ト
ン
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑴
()ⅰ
中
「
二
分
の
一
」

を
「
四
分
の
三
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑴
()ⅱ
中
「
四
分
の
一
」
を
「
二
分
の
一
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各

年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二

十
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二

十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
四
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
（
車
両
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総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
⑵
中
「
平
成

二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑴
()ⅰ
中
「
第

九
条
の
二
第
十
八
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
()ⅱ
中
「
第
九
条
の
二
第
十
九
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
百
分

の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑴
中
「
第
九
条
の
二
第
二
十
二
項
」
を
「
第
九

条
の
二
第
二
十
一
項
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
二
十
三
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同

号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
九
条
の
四
第
十
三
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
第
三
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ト
と

し
、
同
号
ニ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第

九
条
の
四
第
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

()ⅰ

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

()ⅱ

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸

化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。
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⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
十
四
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
車
両

総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
自
家
用
の
乗
用
車
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
十
五
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中

「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
五
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
ハ
中
「
二
・
五
ト
ン
を
超
え
」
及
び
「
又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
十
六
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
十
八
項
」
に
改
め
、

同
号
ハ
⑴
()ⅰ
中
「
二
分
の
一
」
を
「
四
分
の
三
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
()ⅱ
中
「
四
分
の
一
」
を
「
二
分
の
一
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
十
七
項
」

を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
九
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

()ⅰ

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
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二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

()ⅱ

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車

イ

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

()ⅰ

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

()ⅱ

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

()ⅰ

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
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二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

()ⅱ

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
、
「
第
九
条
の
四
第
十
九
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

ロ

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑶

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ニ
中
「
第
九
条
の
四
第
二
十
二
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
号
ニ
⑵
中
「
以
上
」
を
「
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
バ
ス
又
は
」
を
削
り
、
「
第
九
条
の
四
第
二
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
四
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ

⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と

し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の

⑴

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
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⑵

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
百
五
十
四
条
第
四
項
中
「
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
、
ロ
及
び
ホ
」
に
、
「
及
び
ロ
」
を
「
、
ロ
及
び
ニ
」
に
改
め
、
「
並
び
に
」
の
下
に
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
及
び
」
を
加
え
、
「
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七

十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
一
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
六
十
二
」

を
「
百
分
の
百
七
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑶
及
び
ハ
⑵
の
項
中
「
及
び
ハ
⑵
」
を
削
り
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
の
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
」
を

「
第
一
項
第
一
号
ホ
⑵
」
に
、
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
二
十
」
を
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
」
に
、
「
百
分

の
百
五
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
）
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十

五
」
を
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
四
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
五
十
四
条
第
五
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
三
号
イ
」
を
「
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
三
十
一
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
三

十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
三
十
二
項
」
を
「
同
条
第
三
十
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の

九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、

同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
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分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、

「
百
分
の
九
十
四
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
九
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」

に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
イ
⑵
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
六
十
条
の
八
中
「
第
百
七
十
一
条
第
六
項
」
を
「
第
百
七
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
の
十
三
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
七
条
の
十
三
の
三
第
一
項
各
号
」
に
、
「
附
則
第
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を

「
附
則
第
十
八
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
六
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
八
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
自
衛
隊
」
の
下
に
「
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
（
第
六
項
に
お
い
て
「
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
軍
隊
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
引
取
り
に
係
る
軽
油
を
自
衛

隊
に
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
四
十
三
条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
。
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附
則
第
九
条
の
二
の
九
第
二
項
及
び
第
九
条
の
五
第
二
項
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
三
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
条

青
森
県
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
場
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
す
る
」
を
「
し
、
同
項
の
事
務
所
は
、
当
該
地
域
県
民
局
の
事
務
所
と
す
る
」
に
改

め
る
。

第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百

分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ト
⑵
中
「
平
成
二
十

七
年
度
以
降
」
を
「
令
和
七
年
度
以
降
」
に
、
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
」
に
改
め
、
「
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
⑵
中
「
百
分

の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改

め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑵
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
百
分
の
七
十
」

を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ホ
⑵
中
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
を
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

九
十
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八

十
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百
七
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
三
」

を
「
百
分
の
百
八
十
四
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
三
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
」
に
改
め
、

同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
一
」
を
「
百
分
の
百
六
十
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
平
成
二
十
七

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
を
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
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の
（
次
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八

十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百

分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項

第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七

十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分

の
百
十
六
」
を
「
百
分
の
百
二
十
三
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に

改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
二
号
イ
⑵
の
項
中

「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
二
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」

に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
三
号
イ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
、
「
百
分
の
八
十
七
」
を
「
百
分
の
百
二
」

に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
三
号
ロ
⑵
の
項
中
「
百
分
の
七
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
百
九
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
（
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る

方
法
と
し
て
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
な
い
自
動
車
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
七
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
同
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
三
号
ト
⑵
中
「
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
項
第
三
号
及
び
第
六
項
に

お
い
て
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
、
第
二
項
第
三
号
ホ
⑵
中

「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

― 13 ―



す
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
八
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
二
の
十
中
「
又
は
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
（
平
成
三
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
二
百
七
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
二
百
七
十
八
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
七
項
」
を
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
（
青
森
県
県
税
条
例
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
は
令
和
七

年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
中
青
森
県
県
税
条
例
第
百
四
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
例
第
百
四
十
五
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
条
例

附
則
第
九
条
の
二
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
、
第
二
条
中
青
森
県
県
税
条
例
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
は

改
正
法
附
則
第
一
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則

第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
の
軽
油
の
輸
入
及
び
軽
油
又
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
消
費
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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３

改
正
後
の
条
例
附
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以

後
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

改
正
後
の
条
例
第
百
五
十
四
条
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の
九
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て

課
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

５

改
正
後
の
条
例
附
則
第
九
条
の
五
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
分
の
施
行
日
以
後
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度

分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
施
行
日
前
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

６

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
第
百
五
十
四
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

青

森

県

知

事

宮

下

宗

一

郎

青
森
県
条
例
第
二
十
九
号

青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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青
森
県
建
築
確
認
申
請
等
手
数
料
等
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
一
号
中
「
第
五
十
二
条
第
十
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
の
認
定
並
び
に
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第

十
四
号
中
「
及
び
同
条
第
三
項
各
号
」
を
「
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
の
特
例
の
許
可
及
び
同
条
第
四
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
十
二
号
を

第
三
十
三
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
七
号
中
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
」
を
「
新
築
に
係
る
一
敷
地

内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
及
び
増
築
等
に
係
る
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
」
に
、
「
当
該
建
築
物
」
を
「
当
該
新
築
及
び
増
築
等
に
係
る
建
築
物
」
に
、
「
建
築
の
」
を
「
新

築
及
び
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
の
増
築
等
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
八
号
と
し
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
建
築
さ
れ
る
」
を
「
建
築
等
を
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
十
七
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
の
特
例
の
許
可
に
関
す
る
事
務

別
表
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
十
三
号
中
「
建
築
さ
れ
る
」
を
「
建
築
等
を
す
る
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
号
中
「
よ
る
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
」
を
「
よ
る
新
築
に
係
る
一
敷

地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
若
し
く
は
増
築
等
に
係
る
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
」
に
、
「
当
該
建
築
物
」
を
「
当
該
新
築
若
し
く
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
」
に
、
「
建
築
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の
許
可
を
」
を
「
新
築
若
し
く
は
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
の
増
築
等
の
許
可
を
」
に
、
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
建
築
物
認
定
等
申
請
手
数
料
」
を
「
一
敷
地
内
認
定
建
築

物
以
外
建
築
物
等
認
定
等
申
請
手
数
料
」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
を
除
く
」
及
び
「
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
を
除
く
」
を
「
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
に
限
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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